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議案第 １ 号 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第１０号） 

令和４年度松原市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８４，４４６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０,０６６,２９９千円 

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２７ 日 提 出 

松 原 市 長 澤 井 宏 文
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第 　

１. 国 庫

歳

負 担 金 １０，２９９，

　

０４８ ９２，２２９ １

出

０，３９１，２７７

　予

15. 府 支 出 金 ４，

　

０４３，０１６ １６，

算

２５０ ４，０５９，２

　

６６

１

補

. 府 負 担 金 ３，０８５

１ 　

，２２７ １６，２５０

正

３，１０１，４７７

歳　

19. 諸 収 入 ９２５

　

，２９４ １７５，９６

入

７ １，１０１，２６１

５. 雑 入 ８６３，２４０ １７５，９６７ １，０３９，２０７

 

歳 　 　 入 　 　 合 　 　 計 ４９，７８１，８５３ ２８４，４４６ ５０，０６６，２９９

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １３，８１０，

　

８３６ ９２，２２９ １

入

３，９０３，０６５
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歳　

８，５５０ １１，１７８，１７４

款

５. 国 民 健 康 保 険

項

費 １，４７５，７４８

補

１００，０００ １，５

　

７５，７４８

正

４.

　

衛 生 費 ３，９９９，９

前

７５ ８５，８９６ ４，

　

０８５，８７１

　

の

１. 保 健 衛 生

　

費 ２，０８１，１０４

額

８５，８９６ ２，１６

補

７，０００

　

歳 出 合

 

計 ４９，７８１，８

正

５３ ２８４，４４６ ５

　

０，０６６，２９９

 額

出

計

千円 千円 千円

３. 民 生 費 ２７，３６３，５８５ １９８，５５０ ２７，５６２，１３５

１. 社 会 福 祉 費 １１，０７９，６２４ ９
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金 額

千円

天 美 駅 前 西 線 道 路 改 良 事 業 ２７，１９０

上 田 66 号 線 道 路 改 良 事 業 ３，２００

６． 土 木 費 ２． 道 路 橋 り ょ う 費

第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事 業 名
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令 和 ４ 年 度 

松原市一般会計補正予算に関する説明書

（第１０号）
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出

譲 与 税 １９０，０００

補

１９０，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １５，０００ １５

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ９

項

９，０００ ９９，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ９５，０００ ９５，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

２０７，０００ ２０７

　

，０００

総

７. 地 方 消 費 税 交 付

　

金 ２，５９０，０００ ２，５９０，０００

８. 環 境

 

性 能 割 交 付 金 ３７，０

括

００ ３７，０００

９. 地 方 特

 

例 交 付 金 １００，５０

(

０ １００，５００

 

10. 地 方

歳

交 付 税 ８，６８８，０

　

００ ８，６８８，０００

11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交

 

付 金 １９，０００ １９

入

，０００

 

12. 分 担 金 及 び 負

)

担 金 ２３２，１６８ ２

款

３２，１６８

補

13. 使 用 料 及

正

び 手 数 料 ５０６，６７

前

０ ５０６，６７０

の

14. 国 庫

額

支 出 金 １３，８１０，

補

８３６ ９２，２２９ １

正

３，９０３，０６５

額

15. 府

計

支 出 金 ４，０４３，０１６ １６，２５０ ４，０５９，２６６

16. 財 産 収 入 ３４７，５５９ ３４７，５５９

17. 寄 附 金 １３７，９７０ １３７，９

千

７０

1

円

8. 繰 入 金 ６９５，７

千

６４ ６９５，７６４

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，３６５，２３２ １

入

４，３６５，２３２

歳

２. 地 方
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前

越 金 １，００９，２４

の

４ １，００９，２４４

額

歳　　

補

入　　合　　計 ４９，

正

７８１，８５３ ２８４

額

，４４６ ５０，０６６

計

，２９９

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ９２５，２９４ １７５，９６７ １，１０１，２６１

20. 市

款

債 １，６６７，６００

補

１，６６７，６００

正

21. 繰
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

339,780 339

(

,780

 

２.総 務 費 4

歳

,329,022 4,

　

329,022

 

３.民

 

生 費 27,363,5

 

85 198,550 2

出

7,562,135 4

 

8,750 149,8

)

00

補

４.衛 生 費 3,9

　

99,975 85,8

　

96 4,085,87

正

1 85,896

　

５.産

　

業 経 済 費 1,316,

額

693 1,316,6

　

93

　

６.土 木 費 2,9

の

23,314 2,92

　

3,314

　

７.消 防 費

財

1,344,977 1

　

,344,977

　

８.

源

教 育 費 4,106,8

　

14 4,106,81

　

4

内

９.公 債 費 3,98

　

2,693 3,982

　

,693

訳

10.予 備 費

款

75,000 75,0

補

00

 

歳　　出　　合

正

　　計 49,781,

 

853 284,446

前

50,066,299

 

48,750 235,

の

696

 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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１.民 生 費 9,

２

701,947 32,

.

500 9,734,4

　

47 １.社 会 福

歳

祉 費 32,500 障害

　

者自立支援給付費

　

国 庫 負 担 金

入

負 担 金

２.衛 生 費 401,174 59,729 460,903 １.保 健 衛 生 費 59,729 新型コロナウイルスワクチン接種事業

国 庫 負 担 金 負 担 金

計 10,299,048 92,2

目

29 10,391,2

補

77

正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) １. 国庫負担金
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,938,745 16,250 2,954,995 １.社 会 福 祉 費 16,250 障害者自立支援給付費

府 負 担 金 負 担 金

(款) 15. 府支出金

計 3,085,227 16,250 3,101,477

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 15. 府支出金

(項) １. 府負担金

１.民 生 費 2
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17 175,967 1,039,184 １.雑 入 175,967 雑入

計 863,240 175,967 1,039,207

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 863,2

-12-



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ３. 民生費 (項) １. 社会福祉費

９.介護保険費 2,011,599 33,550 2,04

３

5,149 33,55

.

0 27. 繰 出 金 33,

　

550 他会計繰出金 介

歳

護保険特別会計繰出金

　　

33,550

出

(

11.障 害 者 3

款

,841,762 65

)

,000 3,906,

 

762 48,750 1

３

6,250 19. 扶 助

.

費 65,000 訓練等

 

給付事業 65,000

民生

自立支援費

費

(

計 1

項

1,079,624 9

)

8,550 11,17

 

8,174 48,75

１

0 49,800

. 社会福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　 　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源
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財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

１.国 民 健 康 1,47

款

5,748 100,0

)

00 1,575,74

 

8 100,000 27

３

. 繰 出 金 100,00

.

0 他会計繰出金 国民健

 

康保険特別会計繰出金

民生

保 険 費 100,

費

000

(項

計 1,475,

)

748 100,000

 

1,575,748 1

５

00,000

. 国民健康保険費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　 　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　

-14-



２.予 防 費 1,479,364 85,896 1,565,260 85,896

(

22. 償還金、 85,

款

896 償還金 新型コロ

)

ナウイルスワクチン

 ４

利子及び 接種事業

.

85,896

 

割

衛

引 料

生費

計 2,081,1

(

04 85,896 2,

項

167,000 85,

)

896

 １. 保健衛生費

(款) ４. 衛生費 (項) １. 保健衛生費
-15-



令 和 ４ 年 度 

松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

(第  ４  号) 

－1－



議案第 ２ 号

令和４年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

令和４年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」によ

る。

令 和 ５ 年 ２ 月 ２７ 日 提出

松 原 市 長  澤　井　宏　文 

－2－



第 　

１. 他 会 計 繰 入 金

歳

１，４７５，７４８ １

　

００，０００ １，５７

出

５，７４８

　

５. 諸

予

収 入 １，４２５，８３

　

１ △１００，０００ １

算

，３２５，８３１

　

３. 雑 入 １

補

，４２４，９７１ △１

１ 　

００，０００ １，３２

正

４，９７１

歳

歳 入 合

　

計 １５，８８９，９

　

５３ １５，８８９，９

入

５３

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

４. 繰 入 金

歳

１，４７５，７４８ １

　

００，０００ １，５７

入

５，７４８

－3－



令 和 ４ 年 度 

松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

（第 ４ 号） 

－4－



出

. 一 部 負 担 金 １０ １０

補

３. 府

正

支 出 金 １０，３８２，

予

１７１ １０，３８２，

算

１７１

事

４. 繰 入 金 １，４７５

項

，７４８ １００，００

別

０ １，５７５，７４８

明

５. 諸

細

収 入 １，４２５，８３

書

１ △１００，０００ １

１

，３２５，８３１

.

歳　　入　

　

　合　　計 １５，８８

総

９，９５３ １５，８８

　

９，９５３

 括

 ( 歳　  入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，６０６，

入

１９３ ２，６０６，１

歳

９３

２

－5－



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.総 務 費

 

254,292 254

(

,292

 

２.保 険 給 付

歳

費 10,154,76

　

0 10,154,760

国 民 健 康 保 険
３. 3

 

,841,856 3,

出

841,856
事 業 費

 

納 付 金

)

４.保 健 事 業 費

補

132,435 132

　

,435

　

５.公 債 費 8

正

,667 8,667

　

６

　

.諸 支 出 金 1,397

額

,943 1,397,

　

943

　

７.予 備 費 10

の

0,000 100,0

　

00

　

歳　　出　　合

財

　　計 15,889,

　

953 15,889,

　

953

源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　 　定　 　財　 　源
一　 般　 財　 源

国 

－6－



１.一 般 会 計 1,4

２

75,748 100,

.

000 1,575,7

　

48 １.一 般 会

歳

計 100,000

　

繰 入 金

　

繰 入 金

(款) 

入

４. 繰入金

計 1,475,748 100,000 1,575,748

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 繰入金

(項) １. 他会計繰入金

－7－



871 △100,000 1,298,871 １.雑 入 △100,000

計 1,424,971 △100,000 1,324,971

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

５.雑 入 1,398,

－8－



令 和 4 年 度 

松 原 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

（第 ２ 号） 

-1-



 

議案第 ３ 号 

 

令和４年度松原市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

 

 

  令和４年度松原市の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６８，４０６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，４２６，２８０千円 

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

        令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日 提 出  

                                                                           松 原 市 長  澤　井　宏　文

-2-



第 　

１. 国 庫 負 担 金

歳

２，２４３，５２８ ５

　

３，６８１ ２，２９７

出

，２０９

　

３. 支 払

予

基 金 交 付 金 ３，４１１

　

，０５３ ７２，４７０

算

３，４８３，５２３

　

１. 支 払

補

基 金 交 付 金 ３，４１１

１ 　

，０５３ ７２，４７０

正

３，４８３，５２３

歳　

４. 府 支 出 金 １，８

　

０７，２５４ ３３，５

入

５０ １，８４０，８０４

１. 府 負 担 金 １，７２８，４４３ ３３，５５０ １，７６１，９９３

 

６. 繰 入 金 ２，２４７，７５１ ３３，５５０ ２，２８１，３０１

款

１. 他 会

項

計 繰 入 金 ２，０１１，

補

５９９ ３３，５５０ ２

　

，０４５，１４９

正　

７. 諸 収 入 １，７０５

表

前

７５，１５５ ７６，８

　

６０

３

の

. 雑 入 １，２０５ ７５

　

，１５５ ７６，３６０

額

歳 　 　

補

入 　 　 合 　 　 計 １３，

　

１５７，８７４ ２６８

 

，４０６ １３，４２６

正

，２８０

　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

２. 国 庫 支

歳

出 金 ３，２０９，６１

　

２ ５３，６８１ ３，２

入

６３，２９３

-3-



歳　

５，１７０ ２６８，４０６ １１，５５３，５

款

７６

歳

項

　 　 出 　 　 合 　 　 計 １

補

３，１５７，８７４ ２

　

６８，４０６ １３，４

正

２６，２８０

　前　

　

の　額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

２. 保 険 給 付 費 １２，２２２，１４８ ２６８，４０６ １２，４９０，５５４

１. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 １１，２８

-4-



令 和 4 年 度 

松原市介護保険特別会計補正予算に関する説明書 

（第 ２ 号） 

-5-



出

出 金 ３，２０９，６１

補

２ ５３，６８１ ３，２

正

６３，２９３

予

３. 支 払 基 金 交

算

付 金 ３，４１１，０５

事

３ ７２，４７０ ３，４

項

８３，５２３

別

４. 府 支 出 金 １

明

，８０７，２５４ ３３

細

，５５０ １，８４０，

書

８０４

１

５. 財 産 収 入 １６５ １

.

６５

６

　

. 繰 入 金 ２，２４７，

総

７５１ ３３，５５０ ２

　

，２８１，３０１

 

７. 諸 収 入

 

１，７０５ ７５，１５

 

５ ７６，８６０

括

８. 繰 越 金 １

　

０４，９６５ １０４，

 

９６５

(

歳　　入　　合　　計

 

１３，１５７，８７４

歳

２６８，４０６ １３，

　

４２６，２８０

   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 保 険 料

歳

２，３７５，３６９ ２

入

，３７５，３６９

歳

２. 国 庫 支

-6-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

230,416 230

(

,416

 

２.保 険 給 付

歳

費 12,222,14

　

8 268,406 12

 

,490,554 87

 

,231 72,470

 

108,705

出

３.地

 

域 支 援 事 業 費 553,

)

972 553,972

補　

４.基 金 積 立 金 16,

　

502 16,502

正

５

　

.公 債 費 3,349 3

　

,349

額

６.諸 支 出 金

　

101,487 101

　

,487

の

７.予 備 費 3

　

0,000 30,00

　

0

財

歳　　出　　合　

　

　計 13,157,8

　

74 268,406 1

源

3,426,280 8

　

7,231 72,47

　

0 108,705

内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-7-



１.介 護 給 付 費 2

２

,243,528 53

.

,681 2,297,

　

209 １.現 年

歳

度 分 53,681 介護

　

給付費負担金

　

負 担 金

入

計 2,243,528 53,681 2,297,209

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ２. 国庫支出金

(項) １. 国庫負担金

-8-



.介 護 給 付 費 3,299,791 72,470 3,372,261 １.現 年 度 分 72,470 介護給付費交付金

交 付 金

(款) ３. 支払基金交付金

計 3,411,053 72,470 3,483,523

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ３. 支払基金交付金

(項) １. 支払基金交付金

１

-9-



1,728,443 33,550 1,761,993 １.現 年 度 分 33,550 介護給付費負担金

負 担 金

計 1,728,443 33,550 1,761,993

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 府支出金

(項) １. 府負担金

１.介 護 給 付 費

-10-



2,011,599 33,550 2,045,149 １.一 般 会 計 33,550

繰 入 金 繰 入 金

(款) ６. 繰入金

計 2,011,599 33,550 2,045,149

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　 　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ６. 繰入金

(項) １. 他会計繰入金

１.一 般 会 計

-11-



155 75,660 １.雑 入 75,155

計 1,205 75,155 76,360

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ７. 諸収入

(項) ３. 雑入

３.雑 入 505 75,

-12-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ２. 保険給付費 (項) １. 介護サービス等諸費

１.居宅介護 6,074,23

３

1 322,667 6,

.

396,898 104

　

,866 87,120

歳

130,681 18.

　

負担金、 322,66

　

7 負担金 居宅介護サー

出

ビス給付費事業

(款

サービス 補助及び 32

)

2,667

 

給 付

２

費 交 付 金

.

２.

 

地域密着型 1,037

保

,100 △40,00

険

0 997,100 △1

給

3,000 △10,8

付

00 △16,200 1

費

8. 負担金、 △40,

(

000 負担金 地域密着

項

型介護サービス給付

) 

介 護 補助及び 費事

１

業 △40,000

. 

サービス 交 付 金

介護

給 付 費

サ

３.

ー

施設介護 3,414,

ビ

224 △50,000

ス

3,364,224 △

等

16,250 △13,

諸

500 △20,250

費

18. 負担金、 △50

補

,000 負担金 施設介

　

護サービス給付費事業

正　

サービス 補助及

額

び △50,000

　の

給 付 費 交 付 金

　財

６.居宅介護 710

　

,000 35,739

源

745,739 11,

　

615 9,650 14

内

,474 18. 負担金

　

、 35,739 負担金

訳

居宅介護サービス計画

節

給付費

説

サービス

　

補助及び 事業 35,7

　

39

　

計画給付費

　

交 付 金

　　

計 11,285

　

,170 268,40

明

6 11,553,57

目

6 87,231 72,

補

470 108,705

正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-13-



議案第４号から議案第１７号まで 

別 冊 



議案第１８号 

松原市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について 

松原市個人情報の保護に関する法律施行条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



１ 

松原市条例第  号 

  松原市個人情報の保護に関する法律施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員

会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道

事業の管理者の権限を行う市長、消防長及び財産区をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の

保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例に

よる。 

（開示請求に係る手数料及び費用負担） 

第３条 法第８９条第２項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項本文の規定による保有個人情報の写しの交付（写しの作成

及び送付をいう。）に要する費用は、開示請求者の負担とする。 

（開示請求の手続） 

第４条 開示請求書は、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が定め

る事項を記載の上、実施機関ごとに提出しなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第５条 訂正請求書は、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が定め

る事項を記載の上、実施機関ごとに提出しなければならない。 

（利用停止請求の手続） 

第６条 利用停止請求書は、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が

定める事項を記載の上、実施機関ごとに提出しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第７条 市長は、毎年１回、法及びこの条例の運用状況について公表するものと

する。 

（施行の細目） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

２ 松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）は、廃止する。 

（松原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項の規定による廃止



２ 

前の松原市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第７条に規定する者

に該当する者は、その業務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個

人情報（以下「旧個人情報」という 。）の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前

の例により負う。 

４ 施行日前に旧条例第１１条、第１９条又は第２２条の規定による請求がされ

た場合における旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報（以下「旧保有個

人情報」という。）の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例によ

り取り扱う。 

５ 施行日前に旧条例第７条に規定する者に該当する者が、正当な理由がないの

に、施行日前において旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施

機関」という。）が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例

第３４条に規定する保有個人情報ファイルを施行日以後に提供したときは、２

年以下の懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に処する。 

６ 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機

関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は 

５００，０００円以下の罰金に処する。 

７ 旧実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す

る目的で施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項

が記録された文書、図画及び電磁的記録を施行日以後に収集したときは、１年

以下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に処する。 

８ 前３項の規定は、松原市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

９ 偽りその他不正の手段により、施行日前において旧条例第１１条の規定によ

る開示請求を行い、施行日以後に旧条例第１７条の規定による開示決定に基づ

く旧保有個人情報の開示を受けた者は、５０，０００円以下の過料に処する。 

１０ 施行日前にした行為に対する罰則及び過料の適用については、なお従前の

例による。 

  （松原市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

１１ 松原市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１１年条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「及び松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第 

２７条」を削る。 

第２条第１号中「松原市個人情報保護条例第２７条」を「個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条」に改め、同条第２号

中「及び個人情報保護制度」を削る。 

第１１条中「条例」を「法律」に改める。 

  （松原市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第２項の規定により松原市個人情報保護条例を廃止する際現に前項の規定

による改正前の松原市情報公開・個人情報保護審査会条例第２条第２号に規
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定する個人情報保護制度に関する重要事項のうち、第４項に規定する事項に

関する審議が未了の場合において、施行日以後も引き続き松原市情報公開・

個人情報保護審査会で審議を行う必要があるときは、施行日以後も、なお従

前の例により、同審査会で審議を継続することができる。 

（松原市まつばらテラス（輝）条例の一部改正） 

１３ 松原市まつばらテラス（輝）条例（平成２８年条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

第２２条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市暴力団排除条例の一部改正） 

１４ 松原市暴力団排除条例（平成２４年条例第３６号）の一部を次のように改

正する。 

第１４条の見出し中「収集」を「取得」に改め、同条第１項中「松原市個

人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第１号に規定する実施機

関（以下「実施機関」という。）」を「市の機関」に、「実施機関」を「市

の機関」に、「松原市個人情報保護条例第２条第２号」を「個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項」に、「収集する」

を「取得する」に改め、同条第２項中「実施機関」を「市の機関」に、「収

集した」を「取得した」に改める。 

（松原市図書館条例の一部改正） 

１５ 松原市図書館条例（昭和５２年条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

第２３条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であつて、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市民プール条例の一部改正） 

１６ 松原市民プール条例（昭和６１年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第８条第４項及び第６項中「第３条第２項」を「第３条第１項」に改める。 
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第１３条第３号中「第３条第３項」を「第３条第２項」に改める。 

第１４条第１項中「第３条第３項」を「第３条第２項」に、「松原市個人

情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第３号に規定する文書等」

を「当該業務実施において指定管理者が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識

することができない方式で作られた記録をいう。）であつて、当該指定管理

者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの」に、

「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）」に改め、同条第２項中「第１項」を削り、「第３条第３項」

を「第３条第２項」に、「収集した」を「取得した」に改める。 

第１６条第１項及び第２項中「第３条第２項」を「第３条第１項」に改め

る。 

 （松原市民道夢館条例の一部改正） 

１７ 松原市民道夢館条例（平成１０年条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条中「第５条第２項」を「次条第１項」に改める。 

第１０条第５項及び第７項中「第５条第２項」を「第５条第１項」に改め

る。 

第１９条第３号中「第５条第３項」を「第５条第２項」に改める。 

第２０条第１項中「第５条第３項」を「第５条第２項」に、「松原市個人

情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第３号に規定する文書等」

を「当該業務実施において指定管理者が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識

することができない方式で作られた記録をいう。）であって、当該指定管理

者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの」に、

「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）」に改め、同条第２項中「第１項」を削り、「第５条第３項」 

を「第５条第２項」に、「収集した」を「取得した」に改める。 

第２２条第１項及び第２項中「第５条第２項」を「第５条第１項」に改め

る。 

 （松原市民体育館条例の一部改正） 

１８ 松原市民体育館条例（昭和５６年条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

第８条第４項及び第６項中「第４条第２項」を「第４条第１項」に改める。 

第１８条第３号中「第４条第３項」を「第４条第２項」に改める。 

第１９条第１項中「第４条第３項」を「第４条第２項」に、「松原市個人

情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第３号に規定する文書等」

を「当該業務実施において指定管理者が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識

することができない方式で作られた記録をいう。）であつて、当該指定管理
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者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの」に、

「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）」に改め、同条第２項中「第１項」を削り、「第４条第３項」

を「第４条第２項」に、「収集した」を「取得した」に改める。 

第２１条中「第４条第２項」を「第４条第１項」に改める。 

第２２条第１項及び第２項中「第４条第２項」を「第４条第１項」に改め

る。 

 （松原市少年自然の家条例の一部改正） 

１９ 松原市少年自然の家条例（昭和６２年条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

第９条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第

２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職務

上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をい

う。）であつて、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管

理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中「収

集した」を「取得した」に改める。 

（松原市文化会館条例の一部改正） 

２０ 松原市文化会館条例（昭和５２年条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

第７条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第

２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職務

上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をい

う。）であつて、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管

理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中「収

集した」を「取得した」に改める。 

（松原市民ふるさとぴあプラザ条例の一部改正） 

２１ 松原市民ふるさとぴあプラザ条例（平成５年条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第

２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職務

上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をい

う。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管

理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中「収

集した」を「取得した」に改める。 
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第１０条第４項中「特別に」を「、特別に」に改める。 

第１７条中「転貸し」を「転貸」に改める。 

（松原情報文化アメニティセンター条例の一部改正） 

２２ 松原情報文化アメニティセンター条例（平成５年条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第

２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職務

上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をい

う。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管

理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中「収

集した」を「取得した」に改める。 

第１２条第４号中「使用者」を「利用者」に改める。 

第１６条中「転貸し」を「転貸」に改める。 

 （松原市田井城今池総合駐車場条例の一部改正） 

２３ 松原市田井城今池総合駐車場条例（平成１５年条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

第１７条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「第１項」を削り、「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市コミュニティセンター条例の一部改正） 

２４ 松原市コミュニティセンター条例（平成２７年条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

第２４条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市都市公園条例の一部改正） 

２５ 松原市都市公園条例（昭和５８年条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 
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第２８条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であつて、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市スポーツパークまつばら条例の一部改正） 

２６ 松原市スポーツパークまつばら条例（平成２６年条例第３６号）の一部を

次のように改正する。 

第２４条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「第１項」を削り、「収集した」を「取得した」に改める。 

（松原市スケボーパークまつばら条例の一部改正） 

２７ 松原市スケボーパークまつばら条例（令和４年条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

第２４条第１項中「松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）

第２条第３号に規定する文書等」を「当該業務実施において指定管理者が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。）であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定

管理者が保有しているもの」に、「松原市個人情報保護条例」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改め、同条第２項中

「第１項」を削り、「収集した」を「取得した」に改める。 



議案第１９号 

松原市犯罪被害者等支援条例制定について 

松原市犯罪被害者等支援条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 
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松原市条例第  号 

松原市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、

本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の

ための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする

施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

（２） 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をい

う。

（３） 関係機関等 国、大阪府その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行

う民間の団体その他の関係する者をいう。

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、

犯罪被害者等の被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れ

ることなく行われるものとする。 

２ 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の

平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する

個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。 

（本市の責務） 

第４条 本市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等が必要とする施策を

総合的に推進しなければならない。 

（市民及び事業者の責務） 

第５条 市民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することの

ないよう十分配慮するとともに、本市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支

援に協力するよう努めなければならない。 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 本市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができ

るようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図

るものとする。 

２ 本市は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 

（死亡弔慰金の支給） 

第７条 本市は、犯罪被害者及びその遺族が受けた被害による経済的負担の軽減
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を図るため、別に条例で定めるところにより、犯罪被害者の遺族に対し死亡弔

慰金の支給を行うものとする。 

（住居の提供等） 

第８条 本市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被

害者等の居住の安定を図るため、一時的な住居の提供その他の必要な支援を行

うものとする。 

（広報及び啓発） 

第９条 本市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉及び生

活の平穏への配慮並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について市民

及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第１０条 次に掲げる場合には、本市は、犯罪被害者等の支援を行わないことが

できる。 

（１） 犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合

（２） 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念

上適切でないと認められる場合

（施行の細目） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第２０号 

松原市財政調整基金条例の一部を改正する条例制定について 

松原市財政調整基金条例（平成７年条例第１５号）の一部を改正する条例を次 

のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市財政調整基金条例の一部を改正する条例 

 松原市財政調整基金条例（平成７年条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第２１号 

松原市まち・ひと・しごと創生基金条例制定について 

松原市まち・ひと・しごと創生基金条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市まち・ひと・しごと創生基金条例 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定する

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業（以下「事業」という。）の実施に必要

な費用に充てるため、松原市まち・ひと・しごと創生基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、事業に関連して法人から受けた寄附金の額

の全部又は一部とし、毎年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが

できる。 

（処分） 

第６条 基金は、市長が必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定

めるところにより、事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分

することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第２２号 

松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

松原市手数料条例（昭和３９年条例第１４号）の一部を改正する条例を次のと 

おり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市手数料条例の一部を改正する条例 

松原市手数料条例（昭和３９年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２９号中「犬の登録」の次に「（動物の愛護及び管理に関する法律

（昭和４８年法律第１０５号）第３９条の７第２項の規定により犬の登録の申請

があつたものとみなされる場合を除く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第２３号 

ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年条例第１４号）の一部 

を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「被保護者」の次に「（その保護を停止されている者を

除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に行われた療養に係る医療費について

適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例によ

る。 



議案第２４号 

松原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制定について 

松原市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第４８号）の一部を改正する 

条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 松原市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第２５号 

子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

子どもの医療費の助成に関する条例（平成１１年条例第７号）の一部を改正す 

る条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

子どもの医療費の助成に関する条例（平成１１年条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１号中「１５歳」を「１８歳」に改める。 

第３条第２項第１号中「保護を受けている者」を「被保護者（その保護を停止

されている者を除く。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条第１号の改正

規定は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の子どもの医療費の助成に関する条例（以下「新条例」という。）第

２条第１号の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に行わ

れた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費に

ついては、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第２項第１号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療

養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費について

は、なお従前の例による。 

（準備行為） 

４ 新条例第２条第１号の規定により新たに対象者となる者に係る医療証の申請

その他新条例の施行に関し必要な行為は、第１項ただし書に規定する改正規定

の日前においても行うことができる。 



議案第２６号 

松原市敬老祝金条例の一部を改正する条例制定について 

松原市敬老祝金条例（昭和３２年条例第４号）の一部を改正する条例を次のと 

おり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市敬老祝金条例の一部を改正する条例 

松原市敬老祝金条例（昭和３２年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

松原市敬老祝品条例 

 第２条中「敬老祝金」を「敬老祝品」に改め、「（以下「受給資格者」とい 

う。）」を削る。 

第３条及び第４条を次のように改める。 

（敬老祝品の内容） 

第３条 敬老祝品は、市長が定める松原市の特産品により贈与するものとし、そ

の相当額は次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） ７７歳 ５，０００円相当

（２） ８８歳、９９歳又は１００歳以上 １０，０００円相当

（贈与の申込み等）

第４条 市長は、第２条に規定する者に対し、市長が定めるところにより、敬老

祝品の贈与の申込みを行う。 

２ 前項の申込みを受けた者のうち、市長による敬老祝品の贈与を希望するもの

は、市長が定めるところにより、その意思を表示しなければならない。 

 第５条中「敬老祝金は、毎年、９月に年額分を一時に」を「敬老祝品は、毎年 

９月に」に、「支給月」を「贈与月」に改める。 

第６条の見出し中「受給資格」を「資格」に改め、同条中「受給資格者」を

「第２条に規定する者」に改め、同条第３号中「敬老祝金」を「敬老祝品」に改

める。 

第７条中「敬老祝金」を「敬老祝品」に改める。 

 第８条の見出しを「（施行の細目）」に改め、同条中「規則で」を「市長が」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第２７号 

重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年条例第４０号）の一部を 

改正する条例を次のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年条例第４０号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４項第１号中「被保護者」の次に「（その保護を停止されている者を

除く。）」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の重度障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に行われた療養に係る医療費について適

用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例によ

る。 

 



議案第２８号 

松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

松原市国民健康保険条例（昭和３５年条例第６号）の一部を改正する条例を次 

のとおり制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 松原市国民健康保険条例（昭和３５年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出

産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。 



議案第２９号 

松原市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

松原市営住宅条例（平成９年条例第９号）の一部を改正する条例を次のとおり 

制定する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



１ 

松原市条例第  号 

松原市営住宅条例の一部を改正する条例 

松原市営住宅条例（平成９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第

５号を第４号とし、同条第２項中「から第３号まで」を「又は第２号」に改める。  

第４条の２中「第４号」を「第３号」に改める。 

第５条第１項中「第４号」を「第３号」に改め、同条第２項中「第４号まで」

を「第３号まで」に改める。 

第１０条第２項中「第４条第１項第４号の保証人が連署した」を「、緊急時に

連絡すべき者を指定し、同者が署名した」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、入居決定者のうち特別の事情があると認

めるものについては、同項の緊急時に連絡すべき者の指定を要しないこととす

ることができる。 

第１４条に次の１項を加える。 

４ 市長は、公営住宅の入居者（公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第 

１９号）第８条で定める者に該当する者に限る。）が第１６条第１項に規定す

る収入の申告をすること及び法第３４条の規定による報告の請求に応じること

が困難な事情にあると認めるときは、第１項の規定にかかわらず、当該入居者

の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、施行令で定めるところにより、法第３４

条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第９条で定める

方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建

設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で

定めることができる。 

第１５条第２項中「第２項」の次に「及び第４項」を加える。 

第１６条第２項中「（昭和２６年建設省令第１９号）」を削り、同条第３項中

「申告」の次に「又は法第３４条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住

宅法施行規則第９条で定める方法により把握した入居者の収入」を加える。 

第２１条第１項第２号中「し尿及び」を削り、同条第３号中「、給水施設及び

汚水処理施設」を「及び給水施設」に改める。 

第２２条第１項中「第４項」を「第４項まで」に改め、同条第２項中「すると

き」を「するときは」に改める。 

第２３条第１項中「第４条第１項第１号」を「第４条第４項及び第５項」に改

める。 

第４１条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者又は同居者の介護、生活支援等を 

行う者であって、市長が適当と認めるものについて、駐車場を使用させること 

ができる。 



２ 

 第４２条第１項中「前条各号の条件を具備する者で、」を削り、「もの」を

「者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の松原市営住宅条例第４条及び第１０条の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後にされた入居の申込みに係る入居者資格等

について適用し、施行日前にされた入居の申込みに係る入居者資格等について

は、市長が認める場合を除き、なお従前の例による。 

３ 改正後の松原市営住宅条例第１４条第４項（同条例第１５条第２項の規定に

より準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に行う家賃の決定について

適用し、施行日前に行う家賃の決定については、なお従前の例による。 

４ 改正後の松原市営住宅条例第４１条第２項の規定は、施行日以後にされた使

用の申込みに係る駐車場の使用について適用し、施行日前にされた使用の申込

みに係る駐車場の使用については、なお従前の例による。 



議案第３０号 

市道路線の認定及び廃止について 

道路法第８条第１項及び第１０条第１項の規定により、市道路線を次のとおり 

認定及び廃止する。 

令和５年２月２７日提出 

松原市長  澤  井  宏  文 



整理番号 路線番号 名称 起点地番 終点地番 認定廃止区分

1 113 松原駅松ヶ丘線 松ケ丘３丁目８５４番１地先 上田２丁目３３４番２１地先 認定

2 13057 天美南57号線 天美南２丁目１３０番４地先 天美南２丁目１３０番７地先 認定

3 14073 天美北73号線 天美北１丁目４３３番２４地先 天美北１丁目４３７番１８地先 認定

4 22036 大堀36号線 大堀５丁目３６３番２地先 大堀５丁目３６３番３地先 認定

5 26092 三宅中92号線 三宅中２丁目８０番１７地先 三宅中２丁目７５番８地先 認定

6 43044 南新町44号線 南新町２丁目１９９番１０地先 南新町２丁目２００番１０地先 認定

7 52061 田井城61号線 田井城１丁目２２５番２３地先 田井城１丁目２２５番１３地先 認定

8 61082 上田82号線 上田７丁目１０３番２２地先 上田７丁目１０３番２７地先 認定

9 61083 上田83号線 上田８丁目１６番３３地先 上田８丁目１６番１０地先 認定

10 61084 上田84号線 上田２丁目３３４番２９地先 上田２丁目３３４番６２地先 認定

11 61085 上田85号線 上田２丁目３３４番２１地先 上田２丁目３３４番１８地先 認定

12 61086 上田86号線 上田２丁目３３４番７６地先 上田２丁目３３４番７１地先 認定

13 61087 上田87号線 上田２丁目３３４番３２地先 上田２丁目３３４番６１地先 認定

14 61088 上田88号線 上田２丁目３３４番６２地先 上田２丁目３３４番９２地先 認定

15 61089 上田89号線 上田２丁目３３４番４２地先 上田２丁目３３４番１８地先 認定



整理番号 路線番号 名称 起点地番 終点地番 認定廃止区分

1 113 松原駅松ヶ丘線 松ケ丘３丁目８５４番１地先 松ケ丘２丁目１３３２番地先 廃止

2 14073 天美北73号線 天美北１丁目４３３番１５地先 天美北１丁目４３３番１８地先 廃止



堺

市

大 阪 市

大 阪 市

平

野

区

住 吉 区

常

磐

町

三

丁

天

美

西

七

丁

目

天 美 西 六 丁 目

北

花

田

町

三

丁

北

花

田

町

四

丁

天

美

我

堂

七

丁

目

天

美

我

堂

六

丁

目

天

美

我

堂

五

丁

目

天 美 西 八 丁 目

矢 田 七 丁 目

天 美 北 八 丁 目

天

美

西

四

丁

目

天

美

西

五

丁

目

天

美

西

一

丁

目

天 美 東 八 丁 目

天 美 西 二 丁 目

天 美 東 九 丁 目

天 美 東 七 丁 目

天 美 東 六 丁 目

天 美 東 四 丁 目

天 美 東 五 丁 目

天 美 北 一 丁 目

天

美

西

三

丁

目

天

美

北

七

丁

目

天

美

南

三

丁

目

天 美 南 五 丁 目

天 美 北 三 丁 目

天 美 北 六 丁 目

天 美 南 一 丁 目

天 美 東 一 丁 目

天 美 北 二 丁 目

住 道 矢 田 三 丁 目

公 園 南 矢 田 四 丁 目

庭 井 一 丁 目

庭 井 二 丁 目

天 美 北 五 丁 目

天 美 北 四 丁 目

天

美

東

三

丁

目

三

宅

西

七

丁

目

三

宅

西

六

丁

目

北 新 町 四 丁 目

田 井 城 六 丁 目

三 宅 西 二 丁 目

三

宅

西

四

丁

目

瓜

破

南

一

丁

目

瓜

破

西

三

丁

目

府 道 大 堀

主

要

地

方

道

大

阪

主

要

地

方

道

大

阪

堺 線

狭

山

線

狭

山

線

近

鉄

南

大

阪

線

ＪＲ
阪

和
貨

物
線

阪
和
貨
物
線

Ｊ
Ｒ

古市検車区

河

内

天
美

駅
天美車庫

みどり橋

新

樋

分

橋

今池橋

上

樋

分

橋

樋

分

橋

立

花

橋

天美歩道橋

高橋

天美大橋

高
木

橋

下

高

野

橋

行

基

大

橋

七

郷

橋

城栄橋

上下の池橋

常磐

文化 センター

ときわ保育園

弘妙寺

天 美 西 小 学 校

府

営

天

美

住

宅

天

美

西

図

書

館

阿

麻

美

許

曽

神

社

阿

麻

美
許

曽

神

社
長

谷
川

製

菓

施

福

寺

天美幼稚園

天

美

保

育

園

天 美 小 学 校

池内記念会館

安

楽

寺

天

美

西

郵

便

局

敬

恩

寺

天

理

教
此

生

分

教

会

河内天美教会

松原天美東

郵便局

阪 南 大 学

大

社

教

関

西

出

雲

幼

稚

園

あ

ま

み

が

丘

関 井 工 業

最

勝

寺

ジャンボ

スクエア

天美

ラ

イ

フ

天美図書館

松原市立

デイサービス

センター

天美北郵便局

枯木南会館

愛光分教会

天理教

トナミ運輸

松原社宅

エ

ク

ス

プ

レ

ス

松

原
店

松

原

第

二

中

学

校

松原第 ８保育所

天 美 南 小 学 校

阪 南 大 学 南 キ ャ ン パ ス青

い

鳥

学

園

天

美

北

小

学

校

木の実幼稚園

フ

ッ

ト

ワー

ク

慈

眼

寺

市

営

矢

田

住

道
住

宅
市営矢田中住宅

矢田五郵便局

矢田青少年

会館青年館

市営矢田南住宅

矢田青少年

会館少年館

永安寺

枯

木

会

館

老
人

憩

の

家

センター
矢田人権文化

市営公園

南矢 田住宅

ラ

ス
パ

Ｏ

Ｓ

Ａ

Ｋ

Ａ

ゆ

と

り

健

康

創

造
館

矢田歴史資料室

第２住宅
市営矢田住道

矢田西地域

在宅サービスステーション

阪

南

高

校

大依羅神 社

山野鋼材

雇用促進住宅城蓮寺宿舎

松原徳州会病院
弁天苑
老人福祉センタ ー

市

営

天

美

団

地

今池水みらいセンター

今井戸系雨水ポンプ場

天美荘

老人福祉センター

大

和

川

下

流

流

域

下

水

道

今

池

水

み

ら

い

セ

ン

タ

ー

ＫＩＮＳＨＯ天美店

光

竜

寺

川

西

除

川

上 之 池

第

二

今

井

戸

川

今

井

戸

川

下 之 池

大
和

川

今 井 戸 川

大

和

川

流

川

湯 ノ 池

谷 池

汚水ポンプ場

堺 市 西 除 処 理 場

常 磐 西 公 園

我 堂 北 第 二 公 園

公

園

我 堂 北

第 一 公 園

天

美

西

公

園

今

池

処

理

場

緑

地

帯

公 園

枯 木 南

公 園

天 美 西 青 少 年

運 動 広 場 公 園

公 園

城 連 寺

天

美

東

公

園

共

同

墓

地

天

美

中

央

公 園

天美駅前

公 園

公 園

常 磐

東 公 園

第１北花田公園

公

園

北

花

田

２

第

北花田町
しらやまぎく

広場

公

園

公園

公

園

公園

公園

常

盤

町

ま
つ

ば

ぎ

く

広

場

田

井

城

変

電

所

天美ポンプ場

公 園

公
園

大和川東公園

西浦池グラウンド

枯

木

町

公

園

公園

公
園

城

南

学

園

第

２

グ

ラ

ウ

ン

ド

大和 川公園

庭

井

２

号

公

園

グラウ ンド

グ ラ ウ ン ド

大 和 川 西 青 少 年 運 動 広 場

池 内 共 同 墓 地

阪南大学グラウンド

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プ

ー

ル

Ｗ

Ｗ

（道 路工事 中）

大 阪 市

平 野 区

松 ヶ 丘 三 丁 目

三 宅 東 六 丁 目

三

宅

東

一

丁

目

三

宅

中

三

丁

目

三 宅 中 八 丁 目

瓜 破 南 二 丁 目

三

宅

中

一

丁

目

三

宅

中

二

丁

目

三 宅 中 六 丁 目

三 宅 中 五 丁 目

三 宅 中 七 丁 目

三 宅 西 二 丁 目

三 宅 西 一 丁 目

三 宅 西 三 丁 目

三 宅 西 四 丁 目

三 宅 西 五 丁 目

三 宅 西 七 丁 目

三 宅 西 六 丁 目 三

宅

東

四

丁

目

三

宅

東

五

丁

目

別

所

四

丁

目

別 所 九 丁 目

別 所 七 丁 目 別 所 八 丁 目

別 所 六 丁 目

松 ヶ 丘 三 丁 目

別 所 三 丁 目

別 所 五 丁 目

三 宅 東 七 丁 目

三 宅 東 三 丁 目

三 宅 東 二 丁 目

瓜

破

東

八

丁

目

瓜 破 東 七 丁 目

長 吉 長 原 西 四 丁 目

瓜 破 南 一 丁 目

長 吉 川 辺 一 丁 目

長

吉

川

辺

四

丁

目

阿 保 六 丁 目
阿 保 五 丁 目

大 堀 一 丁 目

大 堀 二 丁 目

大 堀 三 丁 目

大 堀 四 丁 目

三

宅

中

四

丁

目

田 井 城 六 丁 目

瓜 破 七 丁 目

瓜 破 六 丁 目

国
道

３
０
９

号

府 道 大 堀 堺 線

阪 神 高 速 大 阪 松 原 線

府
道

大
堀

堺 線

八 尾 線主 要 地 方 道 住 吉

府
道

大
阪
羽

曳
線

府 道 住 吉 八 尾 線

ＪＲ 阪 和 貨 物 線

出長池橋

高

野

大

橋

瓜

破

大

橋

明

治

橋

明

治

小

橋

高野小橋

松野工 業

トーグ安全工業 日 産 ネ ジ

北

辰

産

業

三

宅

公

民

館

三宅幼稚園

三宅町土地改良区

屯倉神社

三宅派出所

三 宅 小 学 校

松原三宅郵便局

幸
南

食

糧

西 方寺

願久寺

玉応寺

明

治

橋

病

院

河

南

伸

銅

所

ダ

イ

プ

ラ

福 山 通 運

松 原 支 店

堺

鋼

板

トーヨー タイヤ

関西販売

大 和 鋼 業

善長寺

組合員集会所

大堀 学校

給食 セン ター

石
中

鉄

工

所

市

営

別

所

団

地

吉 村 病 院

熱田神社

ハ グル マ封 筒

松 原 第 四 中 学 校

頓

随

寺

府 立 松 原 高 校

山

崎

製

パ

ン

大

阪

第

二

工

場

三

和

金

属

工

業

府

営

瓜

破

東

八

丁

目

住

宅

府 営 高 野 大 橋 住 宅

花 岡 製 油 所

タ ブ チ
平

野

工

場

市

環

境

事

業

局

市営瓜破西住宅

東南環境事業センター

永

寿

川 辺 小 学 校

大願クラッシャープラント

川辺 会館

川 辺八 幡神 社

長吉 川辺 老人 憩の 家

ケ

ア

セ

ン

ター

新

阪

南

菱

光

コ

ン

ク

リー

松

原

第

二

中

学

校

恵 我 幼 稚 園

府 立 平 野 高 校

別

所

公
民

館

恵

我

小

学

校

市

営

三

宅

団

地

松原市清 掃協同組合

サンプラザ

ＪＡ大阪中河内

松原営農経済センター

三

協

則

武

鋼

業

ト

西 大 海 池

深 淵 池

野 中 池

今

戸

川

井

上 ノ 池

今 池

東

除
川

放
水

路

東 大 海 池

大
和

川

大 和 川

水

源

地

松

原

市

上

水

道

阿 保 浄 水 場

公

園

公園

公

園

高 橋 園 芸

三 宅第一公園

大

海

ゴ

ル

フ

セ

ン

タ

ー

公 園

分 別 資 源化 セ ン タ ー

別

所

堂
ヶ

池

公

園

ゲート
ボール場

三 宅 別 所 霊 園

興福寺松原 霊園

公

園

公 園

公園
瓜破下池

瓜 破 駒 ガ 池 公 園

公
園

公園

グラウンド

グラ ウン ド

瓜

破

南

公

園

川 辺 南 公 園

テニ スコ ート

公

園

公 園

公

園

公

園

公

園

公

園

公

園

公園

興福寺松原霊園

プール

プール

プー ル

（建 設中）

プ ール

（ 建設 中）

Ｗ プー

ル

プー

ル

（ 道路工 事中 ）

八 尾 市

藤 井 寺 市

大 堀 三 丁 目

大 堀 二 丁 目

小 川 三 丁 目

若 林 町 三 丁 目

小 川 四 丁 目

小 川 六 丁 目

大 堀 五 丁 目

小 川 五 丁 目
大 堀 一 丁 目

大 堀 四 丁 目

若 林 一 丁 目

若

林

二

丁

目

津 堂 四 丁 目

長 吉 川 辺 二 丁 目

長 吉 川 辺 三 丁 目

津 堂 三 丁 目

太 田 九 丁 目

太 田 四 丁 目

太 田 三 丁 目

若 林 町 二 丁 目

府
道

大
阪

羽
曳

野
線

阪

和

自

動

車

道

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

府

道

郡

戸

大

堀

線

大
阪

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

阪
神
高
速

松
原
線

西

名

阪

自

動

車

道

近

畿

自

動

車

道

松

原

ジ

ャ

ン

ク

シ

ョ

ン

中 橋

西 橋

新 落堀 橋

大 堀橋

大堀 大橋

大

堀

小

橋

大

堀

上

小

橋

第

一

明

治

橋

第

二

明

治

橋

第

三

明

治

橋

新

明

治

橋

津堂 落堀 橋

永
寿

福

祉

会

東
池

寺

若林 神 社

本

了

寺

立法寺

正 定寺
市営 小 川団 地

深 居神 社

豊 興 ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル

岡 田 紙 工

松

本

ナ

ッ

ト

工

業

住 江 織 物 大 阪 事 業 所

恵 我 小 学 校

恵 我 幼 稚 園

教 専 寺

大 堀八 幡神 社

ヒ

ガ

シ

化

学

東

洋

金

属

化

工

丸 菱 電 機

大 正 小 学 校

大

正
幼

稚

園

建 設省 八尾 第２

地 震観 測所

コク ヨ物 流関西

八 尾南配達 セン ター

シャ ー プ

スポ ーツ セ ンタ ー

大 阪 商 品 セ ン タ ー

シ ャ ー プ 大 阪 流 通 セ ン タ ー

専 龍 寺

住 江 セ ン タ ー ビ ル

シ

ャー

プ

大

阪

商
品

セ

ン

ター

Ｊ Ａ 大 阪 中 河 内

恵 我 支 店

新 池

落
堀

川

大

和

川

東

除

川

テ ニス コー ト

テ ニスコー ト

テニ スコ ート

東青 少年 運動 広 場

松原 市大 和川

大

堀

墓

地

公

園

公

園

若

林

第

二

公

園

グ

ラ

ウ

ン

ド

公

園

（ 工 事 中 ）

（
工
事
中
）

プ ール

（
工
事
中
）

（

工

事

中）

プー

ル

工

事

中）
（

堺 市

北 花 田 町 二 丁

蔵 前 町

船 堂 町

天 美 我 堂 三 丁 目

天 美 我 堂 二 丁 目

天

美

我

堂

四

丁

目

天

美

我

堂

一

丁

目

北 新 町 六 丁 目

北

新

町

五

丁

目 北 新 町 三 丁 目

南 新 町 六 丁 目

南 新 町 五 丁 目

北 新 町 二 丁 目

天

美

南

四

丁

目

南

新

町

一

丁

目

北

新

町

一

丁

目

中 村 町

南

新

町

四

丁

目

南

新

町

三

丁

目

河 合 五 丁 目

南

新

町

二

丁

目

河 合 四 丁 目

東 新 町 四 丁 目

東 新 町 三 丁 目

東 新 町 一 丁 目

東 新 町 二 丁 目

東 新 町 五 丁 目

河 合 二 丁 目

北 新 町 四 丁 目
田 井 城 六 丁 目

天 美 南 五 丁 目

天

美

南

三

丁

目

天

美

南

二

丁

目

天 美 南 一 丁 目
北

花

田

町

四

丁

天

美

我

堂

七

丁

目

天

美

我

堂

六

丁

目

天

美

我

堂

五

丁

目

北

花

田

町

三

丁

南 花 田 町

新 金 岡 町 三 丁

田

井

城

五

丁

目

田

井

城

四

丁

目

高

見

の

里

二

丁

目

高

見

の

里

三

丁

目

河 合 六 丁 目

狭 山 線
主 要 地 方 道 大 阪

主

要

地

方

道

大

阪

主 要 地 方 道 堺

主

要

地

方

道

大

阪

大 和 高 田 線

狭

山

線

狭

山

線

大 堀
府 道

堺 線

府

道

我

堂

金

岡

線

近

鉄

南

大

阪

線

布

忍

駅蔵 前 橋

波田 橋

新

清

水

橋

宮

橋

布

忍

橋

新

光

竜

寺

橋

蔵

前

橋

新

布

忍

橋

東

代

橋

亀田橋

新西除橋

今井橋

河 合 小 学 校

五 箇 荘 東 小 学 校

地

蔵

寺

宝蔵神 社

蓮

光

寺

曽

根
神

社

松 原 第 五 中 学 校

セキセ イ興 産

天美変 電所

普照寺

堺南花田

郵便局

第四保育所

朝

日

プ

ラ

ザ

松

原

徳和

老人ホーム

天美苑

大精協会館

大精 協看護学校

円成寺

宝泉寺

天理教 清水保育園

浄林寺

布忍幼稚園

新

町

郵

便

局

布

忍

寺

天美南学校

給食センター

消防署西出張所

布

忍

神
社

大林寺

多

聞

院布

忍

小

学

校

教通寺

近 鉄 自 動 車 学 校

金

岡

東

Ｄ

団

地
府 営 金 岡 東 第 ３ 住 宅

府 営 金 岡 東 第 ４ 住 宅

日本インテリア

大阪配送センター お

お

い

ず
み

大

阪

ト

ヨ
ペ

ッ

ト

南花田東町会館

阪南中央病院

第

二

保
育

所

市

立

市 営 更 池 第 二 団 地

末広化工

市立

青少年会館

称

名

寺

市 営 更 池

第 一 団 地

美
和

幼

稚

園

第

六

保

育

所

浄

信

寺

松 原 第 三 中 学 校

松原西幼稚園

本行寺

善宗寺

阿弥陀寺

善正寺

天 美我堂公民館

我

堂

八

幡

宮

郵

便

局

松

原

天

美

阪

南

大

学

中

学

高

校

ホー

ム

セ

ン

ター

コー

ナ

ン

田 井 城 変 電 所

つ る か め苑
老人福祉センター

万代

ジ

ャ

ン

ボ

食

鮮

館
松

原

ふれあい人権

文化センター

上

之

池

流

川

篭 池

除

川

西

蓮 池

穴 池

新 池

西 ヶ 池

光

竜

寺

川

尻 池

小 池

貯水槽

天美我堂浄水場

大泉霊園

公 園

船

堂

公

園

公 園

公 園

我 堂 南

第 一 公 園

第

三

公

園

我

堂

南

公 園

南 花 田 町

め ぎ 公 園

グ ラ ウ ン ド

公

園

西

除

川

布忍駅駐輪場

南 花 田 町
あ ね も ね 公 園

我 堂 南

第 二 公 園

公 園

公 園

公 園

公

園

南

花

田

町

グ ラ ウ ン ド

安 楽 寺 墓 地

自 由 広 場

大 泉 緑 地

新

町

南

公

園

南 新 町

福 祉 農 園

南 新 町 公 園

グ ラ ウ ン ド

バ ス ケ ッ ト

ボ ー ル

コ ー ト

大 泉 霊 園

中 村

共 有 墓 地

公

園

公 園

公 園

公

園

阪 南 大 学 グ ラ ウ ン ド

公 園

公 園

東新町
第二公園

公

園

グラウンド

東

新
町

公

園

公 園

公 園

公

園

第３北花田公 園

阿 坂 墓 地

公

園

公

園

北 新 町 大 池 公 園

Ｗ

（ 建設中 ）

プー ル

プール

Ｗ

Ｗ

プ ール

プール

プー

ル

（道 路
工事 中

）

（道 路
工事 中

）

Ｗ
Ｗ

羽 曳 野 市

河

合

一

丁

目

高

見

の

里

三

丁

目

高 見 の 里 二 丁 目

田

井

城

四

丁

目

田 井 城 五 丁 目

新 堂 五 丁 目

高 見 の 里 六 丁 目

高 見 の 里 五 丁 目

高 見 の 里 四 丁 目

高 見 の 里 一 丁 目

田

井

城

三

丁

目

田 井 城 二 丁 目

田

井

城

一

丁

目

阿

保

一

丁

目

新 堂 一 丁 目

上 田 四 丁 目

上 田 一 丁 目

阿 保 二 丁 目

阿

保

三

丁

目

新 堂 二 丁 目

阿 保 五 丁 目

阿

保

四

丁

目

上 田 五 丁 目

上 田 三 丁 目

阿 保 六 丁 目

阿

保

七

丁

目

上 田 二 丁 目

上 田 七 丁 目

柴 垣 一 丁 目

松 ヶ 丘 一 丁 目

松 ヶ 丘 二 丁 目

松 ヶ 丘 四 丁 目

上

田

六

丁

目

上

田

八

丁

目

別 所 一 丁 目

別 所 二 丁 目

一 津 屋 二 丁 目

一 津 屋 三 丁 目

一 津 屋 一 丁 目

恵 我 之 荘 五 丁 目

恵 我 之 荘 六 丁 目
西 野 々 一 丁 目

西 大 塚 二 丁 目

西 大 塚 一 丁 目

南 恵 我 之 荘 八 丁 目

南 恵 我 之 荘 六 丁 目

南 恵 我 之 荘 七 丁 目

西 野 々 二 丁 目

河

合

二

丁

目

新 堂 四 丁 目 新 堂 三 丁 目
柴 垣 二 丁 目

松 ヶ 丘 三 丁 目

別 所 三 丁 目

田 井 城 六 丁 目 三 宅 西 一 丁 目

三 宅 中 一 丁 目 三 宅 中 二 丁 目

主 要 地 方 道 堺

国
道

３
０
９

号

大 和 高 田 線

府 道 大 堀 堺 線

阪

和

自

動

車

道

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

大 堀
堺 線

府 道 大 堀 堺 線

府 道

近 鉄 南 大 阪 線

近

鉄

南

大

阪

線

河

内

松

原

駅

恵

我

之

荘

橋

高見の里駅

河合橋

松原橋

新西除橋

新堂保育園
新

堂
霊

園

高見郵便局

高

見

神

社

敬

念

寺

吉

村
内

科

病

院

陽

雲

寺
田坐神社

中

央

小

学

校

天理教

松原図書館

高
見

苑

市

民

体

育

館

中央幼稚園

サンシティー松原

公民館

文化会館

松 原 北 小 学 校

松

原

消

防

署

松

原

市

役
所

松

原

警

察

署

松

原

郵
便

局

松
原

店

ド
コ

モ

シ

ョ

ッ

プ

総合福祉会館

正楽寺

府 立 生 野 高 校

松 原 中 学 校

大阪府

富田林土木事務 所

松原建設事業所

第九 保育所

松

原

ひ

か
り

幼

稚

園

松

原

市

場

松 原 小 学 校

松原幼稚園

松

原
変

電

所

西

徳

寺

阿保神社

松原市民 道夢館

松

原

女

子

学

園

ゆめニティまつば ら

松原駅前
郵便局

安

養

寺

第三保育所

松原市民

ふるさとぴあ

プラザ

願

正

寺

近

鉄

バ

ス

松

原

営

業

所

柴

籬

神

社

ふぁみーゆ松原

松原

龍

光

寺

創価 学会

松原文化会 館

コーナン 松原市役所前店

恵 我之 荘幼 稚園

府 立 大 塚 高 校

大念寺

安

養
寺

スーパーイズミヤ

藤 本 製薬

恵 我 之 荘 小 学 校

府

住

宅

供

給

公

社

河
内

松

原

団

地

松

原

第

七

中

学

校

西 濃 運 輸

府 営 松 原 一 津 屋 住 宅

恵

我

図

書

館

西法寺

府

営

松

原

上

田

住

宅

法泉 寺

恵 我 南 小 学 校

富

士

通

ゼ

ネ

ラ

ル

東大塚
公民 館

松 原第 七保 育所

ト

ナ

ミ

運

輸

阪

南

大

学

中

学

高

校

河南伸銅所
明治橋病院

松

原

流

通

セ

ン

ター

ト

ヨ

タ

カ

ロー

ラ
南

海

保
健

セ

ン

ター

老
人

福

祉

セ

ン

ター

コー

マ

ゆ め ニテ ィ プ ラ ザ

育 苗センター

まつばら駅前
あおぞら保 育園

上田第二
町会々館

河内松原
駅前交番

市民健康プラザ

宮

前

つ

ば
さ

保

育

園

幼

稚

園

鯉

野

池

今 池

海 泉 池

寺 池

阿 弥 陀 池

長 池

今 池

西

池

東

池

北 池

寺 池

西 ヶ 池

小 治 ヶ 池

樋 野 ヶ 池

菰 池

登 戸ヶ 池

長 池

西

除

川

西ヶ池

公

園

公 園

公
園

公 園

松原中央公園

松原市民プール

阿保公園

公

園

公 園

阿保霊園

オアシス広場

第一公園

阿保東部

公

園

上

田

墓

地

公 園

公園

公 園

公

園
第

二

公

園

阿

保

東

部

一

津

屋 一津屋
第 二公 園

公園

府立大塚高校グラウンド

公

園

今在 家西 緑地

テニ スコ ート

公

園

東 大塚
は なみ ぎき
公 園

今
在

家

児

童

遊

園

第

一

公

園

公 園

公

園

公

園

公
園

松

原

イ

ン

タ

ー

ゴ

ル

フ

公園
鯉 野 池

プー ル

プ

ー

ル

｜

プ

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

Ｗ

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

一 津 屋 六 丁 目

一 津 屋 四 丁 目

一 津 屋 五 丁 目

小 川 一 丁 目

小 川 二 丁 目

津 堂 三 丁 目

島 泉 五 丁 目

島 泉 四 丁 目

島 泉 三 丁 目

島 泉 二 丁 目

恵

我

之

荘

四

丁

目 恵 我 之 荘 二 丁 目

恵 我 之 荘 三 丁 目

島

泉

六

丁

目

小 川 三 丁 目
小 川 四 丁 目

小 川 五 丁 目
大 堀 一 丁 目

島

泉

七

丁

目

小

山

三

丁

目

恵

我

之

荘

五

丁

目

恵

我

之

荘

六

丁

目

一

津

屋

一

丁

目

一

津

屋

三

丁

目

主
要

地 方 道 堺 大 和 高
田 線

大

堀

線

府

道

郡

戸

府

道

郡

戸

大

堀

線

一

津

屋

橋

高

鷲

橋

北河 原橋 新
高

鷲

橋

高

鷲

歩

道
橋

西川 西部

明

教

寺

高

鷲

幼

稚

園

天理 教高 鷲分 教会

あ った か村

厳

島

神

社

一津 屋荘 園会 館

イオン製 薬

高

鷲

北

小

学

校

陽 気保 育園

西吟 寺

高 鷲 小 学 校

老 人保 険施 設

高村 病院

公民 館

島泉
集会 場

島 泉西 町
集 会場

星の 光幼 稚園

住 江 セ ン タ ー ビ ル

府 立 藤 井 寺 高 校

一津 屋
郵便 局

川

東

除

カ

ラ

池

三

ツ

池

三 ツ 池

中

継

ポ

ン

プ

場

恵

我
之

荘

一津 屋

青少 年運 動広 場

一津 屋

東公 園

小

川
共

同

墓

地

一

津

屋

霊

園

墓

地

グ ラウ ンド

公園 西

川

公

園

公

園

島

泉

墓

地

市立
野外 活動広場

市 民 野 球 場

グ ラウ ンド

プー ル

プ ール

堺 市

河 合 六 丁 目

河 合 四 丁 目
河 合 二 丁 目

河 合 三 丁 目

野 遠 町

主

要

地

方

道

大

阪

狭

山

線

ＮＴＴ関西

中

村

変
電

所

北八下支所

大念寺

大覚寺

ＪＡ堺市

天

理

教

鷲

昇

分

教

会

北 八 下 小 学 校

中村無線中継所

称

念

寺

河松園住宅

あ
け

ぼ

の

苑

特

別

養

護

老

人

ホー

ム

南

大

阪

食

肉

地

方

卸

売

市

場

新

池

尻 池

野 遠 北 池

古 池

中村町公園

公園

河
合

古

池

公

園

プ ール

プール

羽 曳 野 市

堺 市

堺 市

堺

市

北

区

美 原 区

美 原 区

小 寺

岡 五 丁 目

丹 南 三 丁 目

岡 二 丁 目

丹

南

二

丁

目

丹

南

五

丁

目

河 合 一 丁 目

新

堂

三

丁

目

岡 三 丁 目

八 下 町 三 丁

岡 六 丁 目

岡 一 丁 目

岡 七 丁 目

丹

南

六

丁

目

丹

南

一

丁

目

岡 四 丁 目

丹

南

四

丁

目

今 井

柴

垣

一

丁

目

新

堂

五

丁

目

新

堂

四

丁

目

南 恵 我 之 荘 六 丁 目

野

立

部

一

丁

目

立 部 三 丁 目

丹 上

立

部

四

丁

目

南 恵 我 之 荘 五 丁 目

立 部 五 丁 目

立

部

二

丁

目

柴 垣 二 丁 目

西 大 塚 二 丁 目

八 下 北

大 保

真 福 寺

河

合

三

丁

目

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

阪

和

自

動

車

道

国
道

３
０
９

号

主

要

地

方

道

泉

大

津

美

原

線

羽 曳 野 線

主 要 地 方 道 堺

主 要 地 方 道 大 阪 中 央 環 状 線

今

井

西
橋

北
橋

中橋

今

井

新

橋

聖

堂
橋

末

吉

橋

伊勢橋

丹南橋

西

除
橋

西

除

橋

岡

橋

町下橋

板橋

清
堂

橋

ＪＡ

金

属

工

業 流浸工業

文珠院櫟本神社

老
人

保

健

施

設

エ

レ

ガ

ン

ト

か

た

お

か

古

川

精

鋲

境

川

工
業

美

原

工

場

大阪南

美

原

看

護

専

門
学

校

美

原

の

里

日新工業

正井殿神社

堺工場

築野食品工業

近畿合通

奥 平工業

松 原岡郵便局

南

大

阪

支

店

泉

福

寺

特別養護老人ホーム

岡センター

老人福祉センター

丹南町会総合会館

滝地蔵憩の家

天理教円勇分教会

来迎寺

大

阪

日

野

自

動

車

円正寺

大

本

紙

料

イン ターコスメ

三洋金属熱錬工業

松原営業所

富

士

機

工
電

子

松原南図書館

富士物流センター

松 原 南 小 学 校

大 阪工場

遊づる

美原病院

天

満

宮

三輪龍教会

大 阪トヨペット

松 原 第 六 中 学 校

良念寺

第

一

保

育

所

浄光寺

コジマ

河

合

神

社

福

栄

鋼

材

堺

工

場

近畿合通

石

川

鋳
造

所

ニュー

岡

公

民

館

電気資材

泉

本

精

工

大師堂

松 原 西 小 学 校

菅

原

神

社

大塚 青少 年

府営松原立部住宅

ゴ ルフ セン ター

関

西

電

力

丹
比

荘

病

院

アイ ラン ド包 装

恵

我

之

荘

変
電

所

製作所丹

上
郵

便

局

サカ モト 物流

をくだ屋技研

小

土

墓

地

大

阪

い

ず

み

市
民

生

活

協

同

組

合

立

部

公

民

館

松 原 東 小 学 校

栄久寺

法楽寺

浪速ポンプ

野外 活動 セン ター

老人福祉センター

関

西

ス

チー

ル
野

町

会

館

府 営 松 原 岡 住宅

堺

中

央

ゴ

ル

フ

セ

ン
ター

市 営 柏 木 団 地

阿 湯 戸

市

営
西

大

塚

団

地

岡町学園

松南苑

介護老人福祉施設
寿里苑サラ

日産プリン ス大阪販売

中環松原店

今 池

西

池

聖 堂 池

宮 ノ 池

増

池

デ ジ ボ 池

西

除

川

鯉 野 池

阿 湯 戸 池

新 池

新 ヶ 池

尻 ノ 池

丹南浄水場

公園

ちびっこ広場

小寺霊園

公園

公

園

真福寺

公園

公園

公園

グ ラウンド

公園

公

園

河合公園

公園

松

原

市

民

運

動

広

場

公園

公園

公園

グ

ラ

ウ

ン

ド

丹

南

公

園

岡

公

園

丹

上

公

園

公

園

公 園

公

園

公

園

公園

新池 さく ら

立

部

公

園

テニスコ ート

公

園

公園

小

土

墓

地

公

園

まつか ぜ幼稚園

大 塚青 少年 運動 広場

テニスコート

公 園

公

園

プール

プール

プー

ル

プー

ル
Ｗ

Ｗ

Ｗ

新規路線網図

03-14073
天美北73号線

05-26092
三宅中92号線

06-43044
南新町44号線

04-22036
大堀36号線

02-13057
天美南57号線

07-52061
田井城61号線

08-61082
上田82号線

09-61083
上田83号線

10-61084
上田84号線

11-61085
上田85号線

12-61086
上田86号線

13-61087
上田87号線

14-61088
上田88号線

整理番号 路線番号 路 線 名 区 分
01 00113 松 原 駅 松 ヶ 丘 線 認 定
02 13057 天 美 南 ５ ７ 号 線 認 定
03 14073 天 美 北 ７ ３ 号 線 認 定
04 22036 大 堀 ３ ６ 号 線 認 定
05 26092 三 宅 中 ９ ２ 号 線 認 定
06 43044 南 新 町 ４ ４ 号 線 認 定
07 52061 田 井 城 ６ １ 号 線 認 定
08 61082 上 田 ８ ２ 号 線 認 定
09 61083 上 田 ８ ３ 号 線 認 定
10 61084 上 田 ８ ４ 号 線 認 定
11 61085 上 田 ８ ５ 号 線 認 定
12 61086 上 田 ８ ６ 号 線 認 定
13 61087 上 田 ８ ７ 号 線 認 定
14 61088 上 田 ８ ８ 号 線 認 定
15 61089 上 田 ８ ９ 号 線 認 定

認 定 路 線

01-00113
松原駅松ヶ丘線

15-61089
上田89号線



堺

市

大 阪 市

大 阪 市

平

野

区

住 吉 区

常

磐

町

三

丁

天

美

西

七

丁

目

天 美 西 六 丁 目

北

花

田

町

三

丁

北

花

田

町

四

丁

天

美

我

堂

七

丁

目

天

美

我

堂

六

丁

目

天

美

我

堂

五

丁

目

天 美 西 八 丁 目

矢 田 七 丁 目

天 美 北 八 丁 目

天

美

西

四

丁

目

天

美

西

五

丁

目

天

美

西

一

丁

目

天 美 東 八 丁 目

天 美 西 二 丁 目

天 美 東 九 丁 目

天 美 東 七 丁 目

天 美 東 六 丁 目

天 美 東 四 丁 目

天 美 東 五 丁 目

天 美 北 一 丁 目

天

美

西

三

丁

目

天

美

北

七

丁

目

天

美

南

三

丁

目

天 美 南 五 丁 目

天 美 北 三 丁 目

天 美 北 六 丁 目

天 美 南 一 丁 目

天 美 東 一 丁 目

天 美 北 二 丁 目

住 道 矢 田 三 丁 目

公 園 南 矢 田 四 丁 目

庭 井 一 丁 目

庭 井 二 丁 目

天 美 北 五 丁 目

天 美 北 四 丁 目

天

美

東

三

丁

目

三

宅

西

七

丁

目

三

宅

西

六

丁

目

北 新 町 四 丁 目

田 井 城 六 丁 目

三 宅 西 二 丁 目

三

宅

西

四

丁

目

瓜

破

南

一

丁

目

瓜

破

西

三

丁

目

府 道 大 堀

主

要

地

方

道

大

阪

主

要

地

方

道

大

阪

堺 線

狭

山

線

狭

山

線

近

鉄

南

大

阪

線

ＪＲ
阪

和
貨

物
線

阪
和
貨
物
線

Ｊ
Ｒ

古市検車区

河

内

天
美

駅
天美車庫

みどり橋

新

樋

分

橋

今池橋

上

樋

分

橋

樋

分

橋

立

花

橋

天美歩道橋

高橋

天美大橋

高
木

橋

下

高

野

橋

行

基

大

橋

七

郷

橋

城栄橋

上下の池橋

常磐

文化 センター

ときわ保育園

弘妙寺

天 美 西 小 学 校

府

営

天

美

住

宅

天

美

西

図

書

館

阿

麻

美

許

曽

神

社

阿

麻

美
許

曽

神

社
長

谷
川

製

菓

施

福

寺

天美幼稚園

天

美

保

育

園

天 美 小 学 校

池内記念会館

安

楽

寺

天

美

西

郵

便

局

敬

恩

寺

天

理

教
此

生

分

教

会

河内天美教会

松原天美東

郵便局

阪 南 大 学

大

社

教

関

西

出

雲

幼

稚

園

あ

ま

み

が

丘

関 井 工 業

最

勝

寺

ジャンボ

スクエア

天美

ラ

イ

フ

天美図書館

松原市立

デイサービス

センター

天美北郵便局

枯木南会館

愛光分教会

天理教

トナミ運輸

松原社宅

エ

ク

ス

プ

レ

ス

松

原
店

松

原

第

二

中

学

校

松原第 ８保育所

天 美 南 小 学 校

阪 南 大 学 南 キ ャ ン パ ス青

い

鳥

学

園

天

美

北

小

学

校

木の実幼稚園

フ

ッ

ト

ワー

ク

慈

眼

寺

市

営

矢

田

住

道
住

宅
市営矢田中住宅

矢田五郵便局

矢田青少年

会館青年館

市営矢田南住宅

矢田青少年

会館少年館

永安寺

枯

木

会

館

老
人

憩

の

家

センター
矢田人権文化

市営公園

南矢 田住宅

ラ

ス
パ

Ｏ

Ｓ

Ａ

Ｋ

Ａ

ゆ

と

り

健

康

創

造
館

矢田歴史資料室

第２住宅
市営矢田住道

矢田西地域

在宅サービスステーション

阪

南

高

校

大依羅神 社

山野鋼材

雇用促進住宅城蓮寺宿舎

松原徳州会病院
弁天苑
老人福祉センタ ー

市

営

天

美

団

地

今池水みらいセンター

今井戸系雨水ポンプ場

天美荘

老人福祉センター

大

和

川

下

流

流

域

下

水

道

今

池

水

み

ら

い

セ

ン

タ

ー

ＫＩＮＳＨＯ天美店

光

竜

寺

川

西

除

川

上 之 池

第

二

今

井

戸

川

今

井

戸

川

下 之 池

大
和

川

今 井 戸 川

大

和

川

流

川

湯 ノ 池

谷 池

汚水ポンプ場

堺 市 西 除 処 理 場

常 磐 西 公 園

我 堂 北 第 二 公 園

公

園

我 堂 北

第 一 公 園

天

美

西

公

園

今

池

処

理

場

緑

地

帯

公 園

枯 木 南

公 園

天 美 西 青 少 年

運 動 広 場 公 園

公 園

城 連 寺

天

美

東

公

園

共

同

墓

地

天

美

中

央

公 園

天美駅前

公 園

公 園

常 磐

東 公 園

第１北花田公園

公

園

北

花

田

２

第

北花田町
しらやまぎく

広場

公

園

公園

公

園

公園

公園

常

盤

町

ま
つ

ば

ぎ

く

広

場

田

井

城

変

電

所

天美ポンプ場

公 園

公
園

大和川東公園

西浦池グラウンド

枯

木

町

公

園

公園

公
園

城

南

学

園

第

２

グ

ラ

ウ

ン

ド

大和 川公園

庭

井

２

号

公

園

グラウ ンド

グ ラ ウ ン ド

大 和 川 西 青 少 年 運 動 広 場

池 内 共 同 墓 地

阪南大学グラウンド

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プ

ー

ル

Ｗ

Ｗ

（道 路工事 中）

大 阪 市

平 野 区

松 ヶ 丘 三 丁 目

三 宅 東 六 丁 目

三

宅

東

一

丁

目

三

宅

中

三

丁

目

三 宅 中 八 丁 目

瓜 破 南 二 丁 目

三

宅

中

一

丁

目

三

宅

中

二

丁

目

三 宅 中 六 丁 目

三 宅 中 五 丁 目

三 宅 中 七 丁 目

三 宅 西 二 丁 目

三 宅 西 一 丁 目

三 宅 西 三 丁 目

三 宅 西 四 丁 目

三 宅 西 五 丁 目

三 宅 西 七 丁 目

三 宅 西 六 丁 目 三

宅

東

四

丁

目

三

宅

東

五

丁

目

別

所

四

丁

目

別 所 九 丁 目

別 所 七 丁 目 別 所 八 丁 目

別 所 六 丁 目

松 ヶ 丘 三 丁 目

別 所 三 丁 目

別 所 五 丁 目

三 宅 東 七 丁 目

三 宅 東 三 丁 目

三 宅 東 二 丁 目

瓜

破

東

八

丁

目

瓜 破 東 七 丁 目

長 吉 長 原 西 四 丁 目

瓜 破 南 一 丁 目

長 吉 川 辺 一 丁 目

長

吉

川

辺

四

丁

目

阿 保 六 丁 目
阿 保 五 丁 目

大 堀 一 丁 目

大 堀 二 丁 目

大 堀 三 丁 目

大 堀 四 丁 目

三

宅

中

四

丁

目

田 井 城 六 丁 目

瓜 破 七 丁 目

瓜 破 六 丁 目

国
道

３
０
９

号

府 道 大 堀 堺 線

阪 神 高 速 大 阪 松 原 線

府
道

大
堀

堺 線

八 尾 線主 要 地 方 道 住 吉

府
道

大
阪
羽

曳
線

府 道 住 吉 八 尾 線

ＪＲ 阪 和 貨 物 線

出長池橋

高

野

大

橋

瓜

破

大

橋

明

治

橋

明

治

小

橋

高野小橋

松野工 業

トーグ安全工業 日 産 ネ ジ

北

辰

産

業

三

宅

公

民

館

三宅幼稚園

三宅町土地改良区

屯倉神社

三宅派出所

三 宅 小 学 校

松原三宅郵便局

幸
南

食

糧

西 方寺

願久寺

玉応寺

明

治

橋

病

院

河

南

伸

銅

所

ダ

イ

プ

ラ

福 山 通 運

松 原 支 店

堺

鋼

板

トーヨー タイヤ

関西販売

大 和 鋼 業

善長寺

組合員集会所

大堀 学校

給食 セン ター

石
中

鉄

工

所

市

営

別

所

団

地

吉 村 病 院

熱田神社

ハ グル マ封 筒

松 原 第 四 中 学 校

頓

随

寺

府 立 松 原 高 校

山

崎

製

パ

ン

大

阪

第

二

工

場

三

和

金

属

工

業

府

営

瓜

破

東

八

丁

目

住

宅

府 営 高 野 大 橋 住 宅

花 岡 製 油 所

タ ブ チ
平

野

工

場

市

環

境

事

業

局

市営瓜破西住宅

東南環境事業センター

永

寿

川 辺 小 学 校

大願クラッシャープラント

川辺 会館

川 辺八 幡神 社

長吉 川辺 老人 憩の 家

ケ

ア

セ

ン

ター

新

阪

南

菱

光

コ

ン

ク

リー

松

原

第

二

中

学

校

恵 我 幼 稚 園

府 立 平 野 高 校

別

所

公
民

館

恵

我

小

学

校

市

営

三

宅

団

地

松原市清 掃協同組合

サンプラザ

ＪＡ大阪中河内

松原営農経済センター

三

協

則

武

鋼

業

ト

西 大 海 池

深 淵 池

野 中 池

今

戸

川

井

上 ノ 池

今 池

東

除
川

放
水

路

東 大 海 池

大
和

川

大 和 川

水

源

地

松

原

市

上

水

道

阿 保 浄 水 場

公

園

公園

公

園

高 橋 園 芸

三 宅第一公園

大

海

ゴ

ル

フ

セ

ン

タ

ー

公 園

分 別 資 源化 セ ン タ ー

別

所

堂
ヶ

池

公

園

ゲート
ボール場

三 宅 別 所 霊 園

興福寺松原 霊園

公

園

公 園

公園
瓜破下池

瓜 破 駒 ガ 池 公 園

公
園

公園

グラウンド

グラ ウン ド

瓜

破

南

公

園

川 辺 南 公 園

テニ スコ ート

公

園

公 園

公

園

公

園

公

園

公

園

公

園

公園

興福寺松原霊園

プール

プール

プー ル

（建 設中）

プ ール

（ 建設 中）

Ｗ プー

ル

プー

ル

（ 道路工 事中 ）

八 尾 市

藤 井 寺 市

大 堀 三 丁 目

大 堀 二 丁 目

小 川 三 丁 目

若 林 町 三 丁 目

小 川 四 丁 目

小 川 六 丁 目

大 堀 五 丁 目

小 川 五 丁 目
大 堀 一 丁 目

大 堀 四 丁 目

若 林 一 丁 目

若

林

二

丁

目

津 堂 四 丁 目

長 吉 川 辺 二 丁 目

長 吉 川 辺 三 丁 目

津 堂 三 丁 目

太 田 九 丁 目

太 田 四 丁 目

太 田 三 丁 目

若 林 町 二 丁 目

府
道

大
阪

羽
曳

野
線

阪

和

自

動

車

道

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

府

道

郡

戸

大

堀

線

大
阪

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

阪
神
高
速

松
原
線

西

名

阪

自

動

車

道

近

畿

自

動

車

道

松

原

ジ

ャ

ン

ク

シ

ョ

ン

中 橋

西 橋

新 落堀 橋

大 堀橋

大堀 大橋

大

堀

小

橋

大

堀

上

小

橋

第

一

明

治

橋

第

二

明

治

橋

第

三

明

治

橋

新

明

治

橋

津堂 落堀 橋

永
寿

福

祉

会

東
池

寺

若林 神 社

本

了

寺

立法寺

正 定寺
市営 小 川団 地

深 居神 社

豊 興 ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル

岡 田 紙 工

松

本

ナ

ッ

ト

工

業

住 江 織 物 大 阪 事 業 所

恵 我 小 学 校

恵 我 幼 稚 園

教 専 寺

大 堀八 幡神 社

ヒ

ガ

シ

化

学

東

洋

金

属

化

工

丸 菱 電 機

大 正 小 学 校

大

正
幼

稚

園

建 設省 八尾 第２

地 震観 測所

コク ヨ物 流関西

八 尾南配達 セン ター

シャ ー プ

スポ ーツ セ ンタ ー

大 阪 商 品 セ ン タ ー

シ ャ ー プ 大 阪 流 通 セ ン タ ー

専 龍 寺

住 江 セ ン タ ー ビ ル

シ

ャー

プ

大

阪

商
品

セ

ン

ター

Ｊ Ａ 大 阪 中 河 内

恵 我 支 店

新 池

落
堀

川

大

和

川

東

除

川

テ ニス コー ト

テ ニスコー ト

テニ スコ ート

東青 少年 運動 広 場

松原 市大 和川

大

堀

墓

地

公

園

公

園

若

林

第

二

公

園

グ

ラ

ウ

ン

ド

公

園

（ 工 事 中 ）

（
工
事
中
）

プ ール

（
工
事
中
）

（

工

事

中）

プー

ル

工

事

中）
（

堺 市

北 花 田 町 二 丁

蔵 前 町

船 堂 町

天 美 我 堂 三 丁 目

天 美 我 堂 二 丁 目

天

美

我

堂

四

丁

目

天

美

我

堂

一

丁

目

北 新 町 六 丁 目

北

新

町

五

丁

目 北 新 町 三 丁 目

南 新 町 六 丁 目

南 新 町 五 丁 目

北 新 町 二 丁 目

天

美

南

四

丁

目

南

新

町

一

丁

目

北

新

町

一

丁

目

中 村 町

南

新

町

四

丁

目

南

新

町

三

丁

目

河 合 五 丁 目

南

新

町

二

丁

目

河 合 四 丁 目

東 新 町 四 丁 目

東 新 町 三 丁 目

東 新 町 一 丁 目

東 新 町 二 丁 目

東 新 町 五 丁 目

河 合 二 丁 目

北 新 町 四 丁 目
田 井 城 六 丁 目

天 美 南 五 丁 目

天

美

南

三

丁

目

天

美

南

二

丁

目

天 美 南 一 丁 目
北

花

田

町

四

丁

天

美

我

堂

七

丁

目

天

美

我

堂

六

丁

目

天

美

我

堂

五

丁

目

北

花

田

町

三

丁

南 花 田 町

新 金 岡 町 三 丁

田

井

城

五

丁

目

田

井

城

四

丁

目

高

見

の

里

二

丁

目

高

見

の

里

三

丁

目

河 合 六 丁 目

狭 山 線
主 要 地 方 道 大 阪

主

要

地

方

道

大

阪

主 要 地 方 道 堺

主

要

地

方

道

大

阪

大 和 高 田 線

狭

山

線

狭

山

線

大 堀
府 道

堺 線

府

道

我

堂

金

岡

線

近

鉄

南

大

阪

線

布

忍

駅蔵 前 橋

波田 橋

新

清

水

橋

宮

橋

布

忍

橋

新

光

竜

寺

橋

蔵

前

橋

新

布

忍

橋

東

代

橋

亀田橋

新西除橋

今井橋

河 合 小 学 校

五 箇 荘 東 小 学 校

地

蔵

寺

宝蔵神 社

蓮

光

寺

曽

根
神

社

松 原 第 五 中 学 校

セキセ イ興 産

天美変 電所

普照寺

堺南花田

郵便局

第四保育所

朝

日

プ

ラ

ザ

松

原

徳和

老人ホーム

天美苑

大精協会館

大精 協看護学校

円成寺

宝泉寺

天理教 清水保育園

浄林寺

布忍幼稚園

新

町

郵

便

局

布

忍

寺

天美南学校

給食センター

消防署西出張所

布

忍

神
社

大林寺

多

聞

院布

忍

小

学

校

教通寺

近 鉄 自 動 車 学 校

金

岡

東

Ｄ

団

地
府 営 金 岡 東 第 ３ 住 宅

府 営 金 岡 東 第 ４ 住 宅

日本インテリア

大阪配送センター お

お

い

ず
み

大

阪

ト

ヨ
ペ

ッ

ト

南花田東町会館

阪南中央病院

第

二

保
育

所

市

立

市 営 更 池 第 二 団 地

末広化工

市立

青少年会館

称

名

寺

市 営 更 池

第 一 団 地

美
和

幼

稚

園

第

六

保

育

所

浄

信

寺

松 原 第 三 中 学 校

松原西幼稚園

本行寺

善宗寺

阿弥陀寺

善正寺

天 美我堂公民館

我

堂

八

幡

宮

郵

便

局

松

原

天

美

阪

南

大

学

中

学

高

校

ホー

ム

セ

ン

ター

コー

ナ

ン

田 井 城 変 電 所

つ る か め苑
老人福祉センター

万代

ジ

ャ

ン

ボ

食

鮮

館
松

原

ふれあい人権

文化センター

上

之

池

流

川

篭 池

除

川

西

蓮 池

穴 池

新 池

西 ヶ 池

光

竜

寺

川

尻 池

小 池

貯水槽

天美我堂浄水場

大泉霊園

公 園

船

堂

公

園

公 園

公 園

我 堂 南

第 一 公 園

第

三

公

園

我

堂

南

公 園

南 花 田 町

め ぎ 公 園

グ ラ ウ ン ド

公

園

西

除

川

布忍駅駐輪場

南 花 田 町
あ ね も ね 公 園

我 堂 南

第 二 公 園

公 園

公 園

公 園

公

園

南

花

田

町

グ ラ ウ ン ド

安 楽 寺 墓 地

自 由 広 場

大 泉 緑 地

新

町

南

公

園

南 新 町

福 祉 農 園

南 新 町 公 園

グ ラ ウ ン ド

バ ス ケ ッ ト

ボ ー ル

コ ー ト

大 泉 霊 園

中 村

共 有 墓 地

公

園

公 園

公 園

公

園

阪 南 大 学 グ ラ ウ ン ド

公 園

公 園

東新町
第二公園

公

園

グラウンド

東

新
町

公

園

公 園

公 園

公

園

第３北花田公 園

阿 坂 墓 地

公

園

公

園

北 新 町 大 池 公 園

Ｗ

（ 建設中 ）

プー ル

プール

Ｗ

Ｗ

プ ール

プール

プー

ル

（道 路
工事 中

）

（道 路
工事 中

）

Ｗ
Ｗ

羽 曳 野 市

河

合

一

丁

目

高

見

の

里

三

丁

目

高 見 の 里 二 丁 目

田

井

城

四

丁

目

田 井 城 五 丁 目

新 堂 五 丁 目

高 見 の 里 六 丁 目

高 見 の 里 五 丁 目

高 見 の 里 四 丁 目

高 見 の 里 一 丁 目

田

井

城

三

丁

目

田 井 城 二 丁 目

田

井

城

一

丁

目

阿

保

一

丁

目

新 堂 一 丁 目

上 田 四 丁 目

上 田 一 丁 目

阿 保 二 丁 目

阿

保

三

丁

目

新 堂 二 丁 目

阿 保 五 丁 目

阿

保

四

丁

目

上 田 五 丁 目

上 田 三 丁 目

阿 保 六 丁 目

阿

保

七

丁

目

上 田 二 丁 目

上 田 七 丁 目

柴 垣 一 丁 目

松 ヶ 丘 一 丁 目

松 ヶ 丘 二 丁 目

松 ヶ 丘 四 丁 目

上

田

六

丁

目

上

田

八

丁

目

別 所 一 丁 目

別 所 二 丁 目

一 津 屋 二 丁 目

一 津 屋 三 丁 目

一 津 屋 一 丁 目

恵 我 之 荘 五 丁 目

恵 我 之 荘 六 丁 目
西 野 々 一 丁 目

西 大 塚 二 丁 目

西 大 塚 一 丁 目

南 恵 我 之 荘 八 丁 目

南 恵 我 之 荘 六 丁 目

南 恵 我 之 荘 七 丁 目

西 野 々 二 丁 目

河

合

二

丁

目

新 堂 四 丁 目 新 堂 三 丁 目
柴 垣 二 丁 目

松 ヶ 丘 三 丁 目

別 所 三 丁 目

田 井 城 六 丁 目 三 宅 西 一 丁 目

三 宅 中 一 丁 目 三 宅 中 二 丁 目

主 要 地 方 道 堺

国
道

３
０
９

号

大 和 高 田 線

府 道 大 堀 堺 線

阪

和

自

動

車

道

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

大 堀
堺 線

府 道 大 堀 堺 線

府 道

近 鉄 南 大 阪 線

近

鉄

南

大

阪

線

河

内

松

原

駅

恵

我

之

荘

橋

高見の里駅

河合橋

松原橋

新西除橋

新堂保育園
新

堂
霊

園

高見郵便局

高

見

神

社

敬

念

寺

吉

村
内

科

病

院

陽

雲

寺
田坐神社

中

央

小

学

校

天理教

松原図書館

高
見

苑

市

民

体

育

館

中央幼稚園

サンシティー松原

公民館

文化会館

松 原 北 小 学 校

松

原

消

防

署

松

原

市

役
所

松

原

警

察

署

松

原

郵
便

局

松
原

店

ド
コ

モ

シ

ョ

ッ

プ

総合福祉会館

正楽寺

府 立 生 野 高 校

松 原 中 学 校

大阪府

富田林土木事務 所

松原建設事業所

第九 保育所

松

原

ひ

か
り

幼

稚

園

松

原

市

場

松 原 小 学 校

松原幼稚園

松

原
変

電

所

西

徳

寺

阿保神社

松原市民 道夢館

松

原

女

子

学

園

ゆめニティまつば ら

松原駅前
郵便局

安

養

寺

第三保育所

松原市民

ふるさとぴあ

プラザ

願

正

寺

近

鉄

バ

ス

松

原

営

業

所

柴

籬

神

社

ふぁみーゆ松原

松原

龍

光

寺

創価 学会

松原文化会 館

コーナン 松原市役所前店

恵 我之 荘幼 稚園

府 立 大 塚 高 校

大念寺

安

養
寺

スーパーイズミヤ

藤 本 製薬

恵 我 之 荘 小 学 校

府

住

宅

供

給

公

社

河
内

松

原

団

地

松

原

第

七

中

学

校

西 濃 運 輸

府 営 松 原 一 津 屋 住 宅

恵

我

図

書

館

西法寺

府

営

松

原

上

田

住

宅

法泉 寺

恵 我 南 小 学 校

富

士

通

ゼ

ネ

ラ

ル

東大塚
公民 館

松 原第 七保 育所

ト

ナ

ミ

運

輸

阪

南

大

学

中

学

高

校

河南伸銅所
明治橋病院

松

原

流

通

セ

ン

ター

ト

ヨ

タ

カ

ロー

ラ
南

海

保
健

セ

ン

ター

老
人

福

祉

セ

ン

ター

コー

マ

ゆ め ニテ ィ プ ラ ザ

育 苗センター

まつばら駅前
あおぞら保 育園

上田第二
町会々館

河内松原
駅前交番

市民健康プラザ

宮

前

つ

ば
さ

保

育

園

幼

稚

園

鯉

野

池

今 池

海 泉 池

寺 池

阿 弥 陀 池

長 池

今 池

西

池

東

池

北 池

寺 池

西 ヶ 池

小 治 ヶ 池

樋 野 ヶ 池

菰 池

登 戸ヶ 池

長 池

西

除

川

西ヶ池

公

園

公 園

公
園

公 園

松原中央公園

松原市民プール

阿保公園

公

園

公 園

阿保霊園

オアシス広場

第一公園

阿保東部

公

園

上

田

墓

地

公 園

公園

公 園

公

園
第

二

公

園

阿

保

東

部

一

津

屋 一津屋
第 二公 園

公園

府立大塚高校グラウンド

公

園

今在 家西 緑地

テニ スコ ート

公

園

東 大塚
は なみ ぎき
公 園

今
在

家

児

童

遊

園

第

一

公

園

公 園

公

園

公

園

公
園

松

原

イ

ン

タ

ー

ゴ

ル

フ

公園
鯉 野 池

プー ル

プ

ー

ル

｜

プ

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

プー

ル

Ｗ

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

一 津 屋 六 丁 目

一 津 屋 四 丁 目

一 津 屋 五 丁 目

小 川 一 丁 目

小 川 二 丁 目

津 堂 三 丁 目

島 泉 五 丁 目

島 泉 四 丁 目

島 泉 三 丁 目

島 泉 二 丁 目

恵

我

之

荘

四

丁

目 恵 我 之 荘 二 丁 目

恵 我 之 荘 三 丁 目

島

泉

六

丁

目

小 川 三 丁 目
小 川 四 丁 目

小 川 五 丁 目
大 堀 一 丁 目

島

泉

七

丁

目

小

山

三

丁

目

恵

我

之

荘

五

丁

目

恵

我

之

荘

六

丁

目

一

津

屋

一

丁

目

一

津

屋

三

丁

目

主
要

地 方 道 堺 大 和 高
田 線

大

堀

線

府

道

郡

戸

府

道

郡

戸

大

堀

線

一

津

屋

橋

高

鷲

橋

北河 原橋 新
高

鷲

橋

高

鷲

歩

道
橋

西川 西部

明

教

寺

高

鷲

幼

稚

園

天理 教高 鷲分 教会

あ った か村

厳

島

神

社

一津 屋荘 園会 館

イオン製 薬

高

鷲

北

小

学

校

陽 気保 育園

西吟 寺

高 鷲 小 学 校

老 人保 険施 設

高村 病院

公民 館

島泉
集会 場

島 泉西 町
集 会場

星の 光幼 稚園

住 江 セ ン タ ー ビ ル

府 立 藤 井 寺 高 校

一津 屋
郵便 局

川

東

除

カ

ラ

池

三

ツ

池

三 ツ 池

中

継

ポ

ン

プ

場

恵

我
之

荘

一津 屋

青少 年運 動広 場

一津 屋

東公 園

小

川
共

同

墓

地

一

津

屋

霊

園

墓

地

グ ラウ ンド

公園 西

川

公

園

公

園

島

泉

墓

地

市立
野外 活動広場

市 民 野 球 場

グ ラウ ンド

プー ル

プ ール

堺 市

河 合 六 丁 目

河 合 四 丁 目
河 合 二 丁 目

河 合 三 丁 目

野 遠 町

主

要

地

方

道

大

阪

狭

山

線

ＮＴＴ関西

中

村

変
電

所

北八下支所

大念寺

大覚寺

ＪＡ堺市

天

理

教

鷲

昇

分

教

会

北 八 下 小 学 校

中村無線中継所

称

念

寺

河松園住宅

あ
け

ぼ

の

苑

特

別

養

護

老

人

ホー

ム

南

大

阪

食

肉

地

方

卸

売

市

場

新

池

尻 池

野 遠 北 池

古 池

中村町公園

公園

河
合

古

池

公

園

プ ール

プール

羽 曳 野 市

堺 市

堺 市

堺

市

北

区

美 原 区

美 原 区

小 寺

岡 五 丁 目

丹 南 三 丁 目

岡 二 丁 目

丹

南

二

丁

目

丹

南

五

丁

目

河 合 一 丁 目

新

堂

三

丁

目

岡 三 丁 目

八 下 町 三 丁

岡 六 丁 目

岡 一 丁 目

岡 七 丁 目

丹

南

六

丁

目

丹

南

一

丁

目

岡 四 丁 目

丹

南

四

丁

目

今 井

柴

垣

一

丁

目

新

堂

五

丁

目

新

堂

四

丁

目

南 恵 我 之 荘 六 丁 目

野

立

部

一

丁

目

立 部 三 丁 目

丹 上

立

部

四

丁

目

南 恵 我 之 荘 五 丁 目

立 部 五 丁 目

立

部

二

丁

目

柴 垣 二 丁 目

西 大 塚 二 丁 目

八 下 北

大 保

真 福 寺

河

合

三

丁

目

主

要

地

方

道

大

阪

中

央

環

状

線

阪

和

自

動

車

道

国
道

３
０
９

号

主

要

地

方

道

泉

大

津

美

原

線

羽 曳 野 線

主 要 地 方 道 堺

主 要 地 方 道 大 阪 中 央 環 状 線

今

井

西
橋

北
橋

中橋

今

井

新

橋

聖

堂
橋

末

吉

橋

伊勢橋

丹南橋

西

除
橋

西

除

橋

岡

橋

町下橋

板橋

清
堂

橋

ＪＡ

金

属

工

業 流浸工業

文珠院櫟本神社

老
人

保

健

施

設

エ

レ

ガ

ン

ト

か

た

お

か

古

川

精

鋲

境

川

工
業

美

原

工

場

大阪南

美

原

看

護

専

門
学

校

美

原

の

里

日新工業

正井殿神社

堺工場

築野食品工業

近畿合通

奥 平工業

松 原岡郵便局

南

大

阪

支

店

泉

福

寺

特別養護老人ホーム

岡センター

老人福祉センター

丹南町会総合会館

滝地蔵憩の家

天理教円勇分教会

来迎寺

大

阪

日

野

自

動

車

円正寺

大

本

紙

料

イン ターコスメ

三洋金属熱錬工業

松原営業所

富

士

機

工
電

子

松原南図書館

富士物流センター

松 原 南 小 学 校

大 阪工場

遊づる

美原病院

天

満

宮

三輪龍教会

大 阪トヨペット

松 原 第 六 中 学 校

良念寺

第

一

保

育

所

浄光寺

コジマ

河

合

神

社

福

栄

鋼

材

堺

工

場

近畿合通

石

川

鋳
造

所

ニュー

岡

公

民

館

電気資材

泉

本

精

工

大師堂

松 原 西 小 学 校

菅

原

神

社

大塚 青少 年

府営松原立部住宅

ゴ ルフ セン ター

関

西

電

力

丹
比

荘

病

院

アイ ラン ド包 装

恵

我

之

荘

変
電

所

製作所丹

上
郵

便

局

サカ モト 物流

をくだ屋技研

小

土

墓

地

大

阪

い

ず

み

市
民

生

活

協

同

組

合

立

部

公

民

館

松 原 東 小 学 校

栄久寺

法楽寺

浪速ポンプ

野外 活動 セン ター

老人福祉センター

関

西

ス

チー

ル
野

町

会

館

府 営 松 原 岡 住宅

堺

中

央

ゴ

ル

フ

セ

ン
ター

市 営 柏 木 団 地

阿 湯 戸

市

営
西

大

塚

団

地

岡町学園

松南苑

介護老人福祉施設
寿里苑サラ

日産プリン ス大阪販売

中環松原店

今 池

西

池

聖 堂 池

宮 ノ 池

増

池

デ ジ ボ 池

西

除

川

鯉 野 池

阿 湯 戸 池

新 池

新 ヶ 池

尻 ノ 池

丹南浄水場

公園

ちびっこ広場

小寺霊園

公園

公

園

真福寺

公園

公園

公園

グ ラウンド

公園

公

園

河合公園

公園

松

原

市

民

運

動

広

場

公園

公園

公園

グ

ラ

ウ

ン

ド

丹

南

公

園

岡

公

園

丹

上

公

園

公

園

公 園

公

園

公

園

公園

新池 さく ら

立

部

公

園

テニスコ ート

公

園

公園

小

土

墓

地

公

園

まつか ぜ幼稚園

大 塚青 少年 運動 広場

テニスコート

公 園

公

園

プール

プール

プー

ル

プー

ル
Ｗ

Ｗ

Ｗ

廃止路線網図

02-14073
天美北73号線

01-00113
松原駅松ヶ丘線

整理番号 整理番号 路 線 名 区 分

01 00113 松 原 駅 松 ヶ 丘 線 廃 止

02 14073 天 美 北 ７ ３ 号 線 廃 止

廃 止 路 線




